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取組みにあたっての留意事項

次の点に御留意の上、取組みを実施して頂くとともに、協定参加者への周知についてもよろしくお願いします。

１　協定農用地について
協定内の農用地については、耕作等が放棄された場合、協定認定年度に遡っての交付金返還となる場合があります。適正に耕作又は維持管理を行ってください。

２　農業生産活動等について
農業生産活動、多面的機能を増進する活動等、協定書記載事項については、毎年又は５年の間で必ず取組む必要があります。
協定書の記載内容を確認し、計画的に取組みを行ってください。
なお、これらについても、取組みが実施されない場合、協定年度に遡っての交付金返還となる場合があります。
（１）実施が必要な活動
①　２号事業様式第４の「２　将来像を実現するための目標と活動計画」に記載した活動。
②　２号事業様式第５の「１農用地に関する事項」で「○」を付けた活動。
③　２号事業様式第５の「２水路農道等の管理」で「○」を付けた活動。
④　２号事業様式第５の「３多面的機能を増進する活動」で「○」を付けた活動。
（２）５年間のうちに達成又は継続が必要な活動
①　２号事業様式第８の「農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項（体制整備単価交付必須事項）」に記載する、ネットワーク化活動計画の作成。（１０割単価の交付を受ける集落のみ）
２年目以降でも、１０割単価の取組を実施する集落については、計画書の追記、修正と併せて実施が可能。（市担当者に相談ください）
②　２号事業様式第９の「加算措置適用のために取り組むべき事項」で記載した目標達成に向けた活動。
（加算措置に取組んでいる集落のみ）。

３　活動の記録について
　　上述の活動を実施する際には、活動時の写真を撮影するなどし、活動後は行った活動を作業日報にまとめて整理していただくようにお願いします。（活動を行った日時、人数、活動内容が分かるように整理をお願いします。）

４　金銭の出納について
　　いつ、どのような経費に金銭を使用したかわかるように、出納簿及び通帳で管理を行っていただくとともに、その出納を証明する領収書等の整理も併せてお願いします。
　　なお、５０万円以上の機械等の共有資産等を購入した場合は、共用資産管理台帳、機械等利用管理規定、機械等利用簿の作成をお願いします。

５　交付金の返還等及び返還の免責事由について
（１）交付金の返還等
交付金の返還になる場合は、以下のとおりです。
1 協定農用地について、耕作又は維持管理が行われなかった場合。
2 多面的機能を増進する活動について、その活動が行われなかった場合
3 水路・農道等の維持管理が行われなった場合。
4 [bookmark: _GoBack]集落マスタープランに定めた取組みについて、その取組みが中間年評価（令和９年度までに実施の予定）の実施年度以降において適切に実施されず、かつ、当該取組みについての改善が見込まれないと判断された場合。
5 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項について、その活動が適切に実行されず、かつ、令和１１年度までに実施されることが困難と判断された場合。
6 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項について、その活動が令和１１年度までに実行されなかった場合
※⑤、⑥の農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項が実施されない　場合の措置が講じられた時は、加算措置に係る交付金も返還となるので注意が必要です。
⑦ 各種加算で協定に定めた取組について、その目標が取組期間として定めた年度までに達成されなかった場合。
（２）返還の免責事由
1 農業者の死亡、病気、高齢等により農業生産活動等の継続が困難と認められる場合。
2 自然災害の場合。
3 土地収用法等に基づき収用等が行われた場合。
4 農地転用の許可を受けて農業用施設用地、農道、水路等とした場合等。
※免責事由について、明確な理由が説明できない、申請や届出など適正な手続
きがなされていない等、場合によっては認められないこともあります。


不明な点は水俣市農林水産課までご相談ください。
TEL：0966－61-1634
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